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１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長 崎 県 教 育 委 員 会  

 

 

 

冊子１ 



　開  催  日  時　　　　　　令和８年２月１７日（火）　１４時００分

　開  催  場  所　　　　　　県庁行政棟「教育委員会室」

　１　開　　　　　会

　２　前回会議録の承認

　３　教育長報告

　４　議　　　　　案

○ 第２８号議案

県立青少年教育施設条例施行規則の一部改正について (生涯学習課)

○ 第２９号議案

長崎県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則の一部改正について (学芸文化課)

　５　報　　　　　告

(１) 「令和８年度長崎県教職員研修計画」の策定について (教育センター)

(２) 令和８年度長崎県立中学校入学者選抜の実施状況等について (高校教育課)

(３) ＮＥＸＴ長崎人材育成事業　事業運営委員会について (高校教育課)

(４) 令和９年度（令和８年度実施）長崎県公立学校教員採用選考試験について (高校教育課)

(５) 長崎県いじめ防止基本方針の改定について (児童生徒支援課)

２月定例会（１）



第２８号議案

（ 生涯学習課 ）

県立青少年教育施設条例施行規則の一部改正について

（提案理由）

長崎県立千々石少年自然の家の廃止等に伴う長崎県立佐世保青少年の天地条例等の一

部を改正する条例の制定に伴い、県立青少年教育施設条例施行規則の一部を改正するも

のである。

（内  容）

別紙規則案のとおり

施行日：令和８年４月１日

（最終改正年月日 平成31年４月５日）
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第２９号議案

（学芸文化課）

長崎県銃砲刀剣類登録審査委員に関する規則の一部改正について

（提案理由）

銃砲刀剣類登録審査会における確実な審査体制の確保や登録審査員の負担軽減のため、

登録審査委員の定員を４名以内に拡充するもの。

（内 容）

別紙規則案のとおり

（定員）

  第２条「登録審査委員は、３名以内とする。」を「登録審査委員は、４名以内とする。」

に改める。

（補  足）

施行日：令和８年３月１日

（最終改正年月日：平成１２年４月１日）

（参  考）

○九州各県の登録審査員数 ※( )はR６の年間審査件数

福岡県５名（４６９件）、佐賀県４名（６７件）、熊本県５名（２３７件）

大分県３名（ ９１件）、宮崎県４名（８６件）、鹿児島県３名（７８件）

※鹿児島県は増員を検討中

○本県審査件数の推移

R６：１１４件 R５：１４１件 R４：１４４件
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報  告  事  項 （１）
教育センター

件 名 令和８年度 長崎県教職員研修計画の策定について

概 要 １．趣旨及び経過

「長崎県 教員等としての資質の向上に関する指標」(以下「指標」)を

踏まえ、第四期長崎県教育振興基本計画を念頭に置いて、「令和８年度 長

崎県教職員研修計画」を策定した。

なお、今回の策定では、令和６年度から「Plant 全国教員研修プラッ

トフォーム」の運用を開始していることを踏まえ、その概要を掲載した。

・令和７年１１月２６日 「ワーキンググループ会議」の開催

・令和７年１２月２４日 「教職員研修計画策定委員会」の開催

２．令和８年度の基本方針

（１）一人一人の課題に応じた資質能力向上への対応

（２）新しい時代の多様な教育課題への対応

（３）学校・教職員の多様な学びへの対応

（４）研修成果の評価と活用

３．令和８年度の重点項目

「新たな教職員の学びの姿」を目指した研修の実現

（１）「研修観の転換」を促す研修改善、探究型研修の構築

･研修参加者への情報共有や対話の場の設定などの研修改善

（２）「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励」を支える研修講

座等の提供

･幅広い選択肢としての研修等の提供

（３）「Plant 全国教員研修プラットフォーム」を利活用した多様な

研修機会・形態の提供

   ･国、県、大学、民間団体等が提供するコンテンツの利用推進

４．今後の対応

３月中旬、各市町教育委員会及び各県立学校へ通知
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報  告  事  項（２） 

高 校 教 育 課  
 

件 名 令和８年度長崎県立中学校入学者選抜の実施状況等について 

 

概 要 

 

１ 検査の期日及び方法 

  令和８年１月１１日（日） 適性検査、作文及び面接 

  ※長崎東中学校は天候急変（積雪）のため、面接を中止。  

 

２ 各県立中学校入学者選抜検査の実施状況 

   中学校 

区 分 
長崎東中学校 佐世保北中学校 諫早高等学校附属中学校 

定   員 １０５名 １０５名 １０５名 

志願者数 ２９０名 ２８７名 ３００名 

志願倍率 ２．８倍 ２．７倍 ２．９倍 

欠席者数  １名  ０名  ３名 

受検者数 ２８９名 ２８７名 ２９７名 

受検倍率 ２．８倍 ２．７倍 ２．８倍 

入学予定者数 

（１月１６日現在） 
１０５名 １０５名 １０５名 

 ※入学辞退による定員補充については、補欠入学予定者の中から 

入学意思を確認して入学予定者に充てる。 

 

３ 検査後の日程 

期 日・期 間 事     項 

１月１９日(月)まで 

入学予定者の発表 

（入学予定者通知文・選抜結果通知書の発送

による） 

１月１９日(月）～ 

１月２３日(金)必着 

入学意思確認書の受付 

（入学辞退者は２３日（金）正午までに連絡） 

１月２３日(金)１５時～ 

３月３１日(火) 
欠員補充による入学予定者の意思確認 
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４ 各校の志願者数と志願倍率の推移 

 長崎東中 佐世保北中 諫早高附属中 平均 

倍率  志願者数 倍 率 志願者数 倍 率 志願者数 倍 率 

H28 ３８９ ３．２ ３１９ ２．７ ３３２ ２．８ ２．９ 

H29 ４５２ ３．８ ３７０ ３．１ ３５２ ２．９ ３．３ 

H30 ４０７ ３．４ ３０６ ２．６ ３０６ ２．６ ２．９ 

H31 ３６１ ３．０ ３０３ ２．５ ３２４ ２．７ ２．７ 

R2 ３６４ ３．０ ２９７ ２．５ ３２５ ２．７ ２．７ 

R3 ３２８ ２．７ ２８８ ２．４ ２８９ ２．４ ２．５ 

R4 ２７９ ２．３ ３００ ２．５ ２８０ ２．３ ２．４ 

R5 ３０２ ２．５ ２８７ ２．４ ２９６ ２．５ ２．５ 

R6 ２３３ １．９ ２７７ ２．３ ２７４ ２．３ ２．２ 

R7 ２５５ ２．１ ２６３ ２．２ ２５３ ２．１ ２．１ 

R8 ２９０ ２．８ ２８７ ２．７ ３００ ２．９ ２．８ 
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報  告  事  項 （３）
高校教育課

件 名
NEXT長崎人材育成事業 事業運営委員会について

概 要
１．NEXT長崎人材育成事業（詳細は別冊参考資料参照）

令和６年度から令和７年度にかけて文部科学省から「マイスター・ハイスク

ール普及促進事業」の委託を受け、専門高校の産学官連携による人材育成を推

進。

【実績】

〇企業・大学等の連携先 ２年間で延べ85件

〇   〃  による出前授業 ２年間で延べ116クラス、298時間

〇   〃  への見学    ２年間で延べ22クラス、38箇所

２．NEXT長崎人材育成事業 事業運営委員会

長崎県の地域産業の持続的発展につながる人材育成に向け、産業界と教育現

場、大学、県の関係部局等が協働しながら連携を推進するため「NEXT長崎人材

育成事業 事業運営委員会」（以下「委員会」という。）を設置。

（１）構成員

   
所属 職 氏名

長崎県工業連合会 会長 西　　　亮

長崎県情報産業協会 会長 濵本　浩邦

長崎県農業協同組合中央会 専務理事 内田　清秀

長崎県漁業協同組合連合会 専務理事 田代　一義

長崎県社会福祉協議会 専務理事 野嶋　克哉

長崎県商工会議所連合会 専務理事 松永　安市

長崎県建設業協会 専務理事 天野　俊男

株式会社CAC Holdings 執行役員 鈴木　貴博

十八親和銀行 地域振興部長 富永　泰弘

大学 長崎県立大学 学長補佐 本田　道明

産
業
界

- 9 -



概 要

（２）令和７年度 第１回事業運営委員会（詳細は別冊参考資料参照）

日 時：令和7年7月10日（木）

場 所：出島メッセ長崎

出席者：51名

テーマ：①これからの産業人材育成の

在り方について

②持続可能な連携体制の構築に

ついて

主な意見

・産学官の連携強化：自由度のある教育制度や対話の重視が必要。

・専門高校の再編：学科の集約と自由選択制の導入。

・学びの柔軟性：進路変更がしやすい仕組みの構築。

・地域愛の醸成：地元の魅力発信と早期の「種まき」が重要。

・AI・IT教育の導入：AIを使う側の視点からの教育が必要。

文化観光国際部　観光振興課 課長 長野　敦志

福祉保健部　長寿社会課 課長 中村　直輝

産業労働部　企業振興課 課長 香月　康夫

産業労働部　新産業推進課 課長 原田　啓輔

産業労働部　経営支援課 課長 園田　圭介

産業労働部　未来人材課 課長 松尾　由美

水産部　水産経営課 課長 松尾　隆男

農林部　農業経営課 課長 村上　慎一郎

土木部　建設企画課 課長 金子　哲也

北松農業高等学校 校長 内川　昌彦

長崎工業高等学校 校長 北島　弘明

佐世保商業高等学校 校長 平山　政一

諫早商業高等学校 校長 岩橋　宗弘

長崎鶴洋高等学校 校長 岡野　祥士

口加高等学校 校長 田川　茂樹

教育庁 教育長 前川　謙介

教育庁 教育政策監 狩野　博臣

教育庁 教育次長 坂口　育裕

教育庁　高校教育課 課長 岩坪　正裕

知
事
部
局

高
校

教
育
庁
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概 要
（３）令和７年度 第２回事業運営委員会（詳細は別冊参考資料参照）

日 時：令和8年2月3日（火）

場 所：長崎県庁大会議室

出席者：88名

テーマ：①分野別実践事例発表

（生徒が２年間の取組みを発表）

     ②NEXT長崎人材育成事業の成果と

課題について

     ③今後の産学官連携に向けて

主な意見

・AIが前提となった教育が実践されており、非常に良い方向だと感じた。

・県・学校・産業界が一体となる場があること自体が素晴らしい。

・外部の大人と関わる経験は生徒にとって非常に有意義。

・高校生がAIやARなど高度なテーマに取り組んでいて驚いた。

協会（企業側）も先端分野に対応できる体制づくりが必要。

・県立大学も高校と連携し、大学院生と高校生の交流の機会をつくりたい。

・教科書にない実践的な学びが課題研究で行われている。

・２年生からの課題研究が、深い学びや進路選択につながる。

・企業と連携した取組が生徒の貴重な体験になっている。

・発表した高校生は、産業界が求める人材像そのもの。

・地元資源を活かし、経済循環を意識する生徒の視点に感動。

・ビジネスコンテスト等への挑戦を期待。

・生徒と教員が共通目標を持ち、実践につなげている点が素晴らしい。

・県の支援事業を有効活用しており、好事例と感じた。
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報  告  事  項（４） 
義 務 教 育 課 

高 校 教 育 課 

 

 
件 名 

 

令和９年度（令和８年度実施）長崎県公立学校教員採用選考試験について 

 
概 要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 採用予定者数（選考を行う校種・職及び教科・科目等） 
 

※採用予定者数はあくまでも予定であり、確定したものではない。 

※障害者特別採用選考(採用予定者数 20名)は、一般選考とは分けて選考を行う。 

校種・職 
９年度 
採用予 
定者数 

８年度 
採用予
定者数 

教科・科目等別採用予定者数 

小 学 校 教 諭 ２３０名 ２３０ 

離島枠（１０名程度）、英語専科（若干名）、

小中連携推進枠（若干名）及び小学校体育専

科（若干名）を含む 

中 学 校 教 諭 １４０名 １３０ 

国語（２５）、社会（１０）、数学（１０）、 

理科（２０）、音楽（１５）、美術（１０）、 

保健体育（１０）、技術（１０）、 

家庭（１０）、英語（２０） 

特別支援教育担当（若干名）及び小中連携推

進枠（若干名）を含む 

高等学校教諭 ９８名 ９４ 

国語（１０） 

地理歴史〔世界史（２）・日本史（２）・地理（１）〕、 

公民（１）、数学（６）、 

理科〔物理（２）・化学（１）・生物（２）〕、 

保健体育（４）、芸術〔音楽（２）・美術（1）〕、  

英語（１４）、家庭（６）、情報（２）、 

農業（６）、 

工業〔機械（6）・電気（14）・建築（４）・土木（４）・工業化学（２）〕、 

商業（５）、水産［通信（１）］ 

特別支援学校教諭 ３５名 ５０ 

小学部 (１２) 

中学部 
（２３） 

高等部 

養 護 教 諭 ２５名 ２４  

栄 養 教 諭 １名 １  

合  計 ５２９名 ５２９  
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※第１次試験 
時  間 

校種・職 
                                                  
  9:10  9:50 10:40                 11:30     12:00 12:50 

小 学 校 教 諭 

受 
付 
 
・ 
 
諸 
注 
意 

教 
職 
教 
養 

(40) 

休 
 
 
 
 
 
 
憩 

専門教科・科目(80) 

昼 
 
 
 
 
 
食 

 

 英 語 専 科 専門教科・科目(80)  英会話力テスト 

中 学 校 教 諭 専門教科・科目(80)  

 
音・美・保体 専門教科・科目(50) 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ 

 実 技 

英   語 専門教科・科目(80)  英会話力テスト 

高 等 学 校 教 諭 専門教科・科目(80)  

 
音 ・ 美 ・ 保 体 専門教科・科目(50) 

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ
ﾝ 

 実 技 

英   語 専門教科・科目(80)  英会話力テスト 

特別支援学校教諭 
特Ａ 専門教科・科目(80)  

特Ｂ 出願時に希望した教科・科目と同じ（実技も含む） 出願時に希望した教科・科目と同じ（実技も含む）  

養 護 教 諭 専門教科・科目(80)  

栄 養 教 諭 専門教科・科目(80)   

 ※小学校教諭（英語専科）は中学校英語科と同一の試験とする。 

 ※大学３年生は第１次試験のみ受験可能 

 

２ 出願手続き 

 （１）出願方法 

インターネットを利用した電子申請で出願すること。 

 （２）出願期間 

令和８年２月 13日（金）午前 10時～ ３月 16日（月）午後５時まで 

ただし、小学校・中学校の「本免」申請者で、第２次試験のオンライン受験

を希望する者は、以下の期間とする。 

令和８年２月 13日（金）午前 10時～ ７月 31日（金）午後５時まで 

 

３ 要項等公開日  令和８年２月６日（金） 

長崎県教育庁高校教育課のホームページに掲載 

※ 郵送も可（長崎県教育庁高校教育課への申込み） 

 

４ 試験日程 

（１）第１次試験 

○実施日：令和８年５月 10日(日) 

○場 所：県立長崎西高等学校、県立長崎工業高等学校 

（２）第２次試験 

○実施日：令和８年６月 25日（木）～７月７日（火）のうち、１日を指定 

して実施する。ただし､中学校の技術・家庭及び高等学校の家庭 

受験者は、実技試験実施のため指定された日を含む２日。 
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場 所：長崎県教育センター、長崎県庁行政棟 

内 容：① 適性検査（オンラインよる事前受検） 

    ② 個人面接 

   【小学校教諭・中学校教諭】 

 ・教科に関する課題面接を含む。 

【高等学校教諭・特別支援学校教諭】 

 ・教科等に関する模擬授業を含む。 

 ・高等学校教諭（英語）志願者は、英語による質疑応答を含む。 

【養護教諭】 

・児童生徒への対応・技能等に関する課題面接を含む。 

【栄養教諭】 

・学校給食管理や食に関する指導等に関する課題面接を含む。 

③ 実技試験（中学校技術・家庭及び高等学校家庭受験者のみ） 

 

第２次試験（オンライン受験） 

※小学校・中学校の「本免」申請者を対象 

〇実施日：令和８年８月 29日（土） 

内 容：① 適性検査（オンラインよる事前受検） 

    ② 個人面接（教科に関する課題面接を含む） 

 

５ 採用候補者名簿登載及び内定通知 

令和８年８月７日(金) 

※オンライン受験者：９月下旬（予定） 

 

６ 過去６年間の２次合格者数（実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実質競争倍率）＝受験者数÷２次合格者数 

年度 

校種・職 

令和８ 

年度 

 

令和７ 

年度 

 

令和６ 

年度 

 

令和５ 

年度 

 

令和４ 

年度 

 

令和３ 

年度 

 

小学校教 諭 ２３８ ２２３ ２４７ ２５４ ２４１ ２２９ 

中学校教 諭 １３６ １１７ １０９ １３７ １００ ９０ 

高等学校教諭 １０３ ９６ ８５ ６４ ５６ ５２ 

特別支援学校教諭 ４０ ３５ ３０ ３３ ４５ ４７ 

養 護 教 諭 ２６ ２０ ２２ ２２ ２１ ２０ 

栄 養 教 諭 １ １     

合    計 ５４４ ４９２ ４９３ ５１０ ４６３ ４３８ 

(実 質 競 争 倍 率 ) １.８倍  1.８倍  1.9倍  2.0倍  2.3倍  2.6倍 
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報  告  事  項 （５） 

児童生徒支援課 
 

 

件 名 
長崎県いじめ防止基本方針の改定について 

概 要 １ 概 要 

 

令和6年度8月末に国の「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」

の改定があり、より丁寧な対応が求められたことを受け、平成25年12月に

策定（平成29年7月改定）した「長崎県いじめ防止基本方針」を改定 
 

 

２ 主な改定内容 

 

〇いじめ防止対策推進法の意義の説明 

〇いじめを生まない学校づくり、学校だけで抱え込まない体制づくりを追加 

〇いじめの傍観者を、いじめの仲裁者、相談者にしていく指導の重要性につ

いて追加 

〇「いじめ重大事態への対処」の追加変更 

 
 

３ 参 考 
 

 平成 25年 6月 国「いじめ防止対策推進法」公布（同年９月施行） 

      10月 国「いじめ防止等のための基本的な方針」策定 

      12月 県「長崎県いじめ防止基本方針」策定 

平成 29年 3月 国「いじめ防止等のための基本的な方針」改定及び 

「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」策定 

       7月 県「長崎県いじめ防止基本方針」改定 

令和  5年 3月 県「望ましい人間関係を育む活動事例集 2023」作成 

令和  6年 8月 国「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」改定 

 令和  7年 3月 県「長崎県いじめ対策リーフレット」作成 

  令和  8年 2月 県「長崎県いじめ防止基本方針」改定 
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